
別表５（第８条関係）

「高崎市文化財保存活用地域計画（案）について」パブリックコメントの結果

○意見等の募集期間：令和５年１２月２０日（水）～令和６年１月１０日（水）

○意見等の受付件数：１人 １件

（提出方法の内訳：電子メール１人）

１．寄せられた意見等を内容により整理し、意見等の概要として掲載しています。

（１）「和算」についての意見

◇問い合わせ先：教育委員会事務局教育部文化財保護課 電話：０２７-３２１-１２９２

ファクス：０２７-３２８-２２９５

電子メール：ky-bunkazai＠city.takasaki.gunma.jp

番号 ご提出いただいた意見等の概要 市の考え方

１

和算の解説を充実させるとともに、寺社に

ある算額についても観光面等で活用してほ

しい。

寄せられた意見に基づき、第１章第３節歴

史的背景に、寺子屋での教育について加筆

する中で、和算についても記述いたします。

また、今後、和算の普及・理解の推進を図

る方法を研究してまいりたいと思います。


